農地改良行為の取扱い

1
．農地改良届出書等の提出
農地改良行為を行おうとする者は、事業実施の原則１箇月前までに、農地改良届出書（様式第１号）・作付計画書（様式第２号）・残土証明書（様式第３号）を農業委員会に提出するものとする。

※残土証明書（様式第３号）は建設残土を使用する場合。
　　

２．基　準
ア　農地の転用期間（農地の復元に必要な期間を含む。）は、６ケ月以内であり、その転用面積は、転用期間内に農地への復元が可能なものであること。

　　　イ　掘削を伴わないものであること。ただし、農地復元後の作土として利用するために行う表土のはぎ取りは、この限りではない。
　　ウ　農地への復元に当たっては、作土の深さは従前以上とする。

　　エ　隣接地との段差は、その隣接地の用途に支障を来さないものであること。特に、道路との段差については、原則として隣接している道路面の高さを超えないこと。

オ　周囲の道路及び水路の機能に支障をおよぼさないこと。

３．農地改良完了届の提出
　農地改良が終了したときは農地改良完了届（様式第４号）を農業委員会に
提出するものとする。

４．農地復元状況の確認
　農業委員会は農地改良完了届の提出があったときは、現地調査を行って復元状況を確認し、復元状況が不相当であると判断したときは、届出者に対し指導するものとする。
